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１【提出理由】

　平成30年6月28日開催の当社第111回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成30年6月28日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役12名選任の件

取締役として、長榮周作、松下正幸、津賀一宏、伊藤好生、佐藤基嗣、樋口泰行、奥　正之、

　　　　　　　　　筒井義信、大田弘子、冨山和彦、梅田博和、Laurence W. Batesを選任する。

 

第２号議案　監査役2名選任の件

監査役として、佐藤義雄、木下俊男を選任する。

 

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

ならびに当該決議の結果

 有効 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果

第１号議案       

　長榮　周作 17,092,061個 16,121,745個 668,411個 71,173個 94.32％ 可決

　松下　正幸 17,092,068個 16,508,830個 306,778個 45,728個 96.59％ 可決

　津賀　一宏 17,092,066個 16,256,755個 533,406個 71,173個 95.11％ 可決

　伊藤　好生 17,092,068個 16,450,029個 365,579個 45,728個 96.24％ 可決

　佐藤　基嗣 17,092,068個 16,453,188個 362,420個 45,728個 96.26％ 可決

　樋口　泰行 17,092,069個 16,464,022個 351,587個 45,728個 96.33％ 可決

　奥　正之 17,092,063個 15,853,174個 976,563個 31,394個 92.75％ 可決

　筒井　義信 17,092,067個 15,093,021個 1,736,720個 31,594個 88.30％ 可決

　大田　弘子 17,092,070個 16,653,286個 187,773個 20,279個 97.43％ 可決

　冨山　和彦 17,092,069個 16,664,074個 176,984個 20,279個 97.50％ 可決

　梅田　博和 17,092,068個 16,496,814個 318,794個 45,728個 96.52％ 可決

　Laurence W.

　Bates
17,092,068個 16,542,548個 285,938個 32,850個 96.78％ 可決

第２号議案       

　佐藤　義雄 17,101,143個 12,473,344個 4,275,592個 121,475個 72.94％ 可決

　木下　俊男 17,101,153個 16,671,696個 90,128個 108,597個 97.49％ 可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した

　当該株主の議決権（事前行使分を含む）の過半数の賛成です。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した

　当該株主の議決権（事前行使分を含む）の過半数の賛成です。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分、および当日出席のうち賛否を確認できた株主の議決権数の集計により、各決議事項

はその可決要件を満たし、会社法上適法に可決されました。このため、当日出席の株主のうち賛否を確認できなかっ

た株主の議決権数は、賛成数、反対数および棄権数のいずれにも加算しておりません。
 

以　上
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